
検査

決裁：7～10日

告示

通知書の発行
通知書の受取

副本返却

検査現場立会
手直し報告

現場手直し

日程調整

同行

受付から７日以降

二次補正完了

指示書の発行
指示書の締結

窓口対応

締結作業

指示書の受付

1部提出 内容確認

通知書の発行

決裁:7～10日

通知書の受取

～工事着手 副本返却

工事完了届の提出 工事完了届の受付
検査の予約

検査日の通知

相談対応

メール等で送付

申請者

事前相談

道路位置指定申請の手続きの流れ

建築安全推進課 関係各課

相談対応

審査:7～10日

本申請 申請書の受付
手数料:50,000円

申請書の差替え等

追加部数の提出 配布（1～2日）

補正指示書の作成

※一次補正
申請書の補正

再審査:7～10日

再審査:約2週

関係各課受付

審査:約2週

補正指示

※二次補正
申請書の補正

申請書の差替え等（建築安全推進課にも提出）

窓口対応

一次補正完了

追加部数の指示
追加部数の提出

※部数は別途指示

申請面積が５００㎡未満かつ、開発許可制度の適用を受けないものであることを、奈良県中

和土木事務所で確認した計画であること。

正副２部提出すること。

・中和土木事務所で開発不要である

ことの承認を得ていること。

・道路法等の許可を得ていること。

・副本の提出

・工事写真の提出

・確定丈量図３部提出

・公図、登記提出


